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資料５  

奈良県外自治体条例  

○川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例  

令和元年１２月１６日条例第３５号  

 

川崎市は、日本国憲法及び日本国が締結した人権に関する諸条約の理念を踏ま

え、あらゆる不当な差別の解消に向けて、一人ひとりの人間の尊厳を最優先する

人権施策を、平等と多様性を尊重し、着実に実施してきた。  

しかしながら、今なお、不当な差別は依然として存在し、本邦外出身者に対する

不当な差別的言動、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題も生じて

いる。  

このような状況を踏まえ、市、市民及び事業者が協力して、不当な差別の解消

と人権課題の解決に向けて、人権尊重の理念の普及をより一層推進していく必要

がある。  

ここに、川崎市は、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊

重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくた

め、この条例を制定する。  

 

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、不当な差別のない人権尊重のまちづくりに関し、市、市民

及び事業者の責務を明らかにするとともに、人権に関する施策の基本となる事

項及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する事

項を定めることにより、人権尊重のまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、

もって人権を尊重し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。  

(1) 不当な差別  人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出

身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。  

(2) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動  本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成 28 年法律第 68 号。以下  

「法」という。）第２条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をい  

う。  

 

第２章  不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進  

（市の責務）  

第３条  市は、この条例の目的を達成するため、不当な差別を解消するための施

策その他の人権に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。  

（市民及び事業者の責務）  

第４条  市民及び事業者は、市の実施する不当な差別を解消するための施策その

他の人権に関する施策に協力するよう努めなければならない。  
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（不当な差別的取扱いの禁止）  

第５条  何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出

身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。  

（人権施策推進基本計画）  

第６条  市長は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、川崎市人権施策推進基本計画（以下「基本

計画」という。）を策定するものとする。  

２  基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。  

(1) 人権に関する施策の基本理念及び基本目標  

(2) 人権に関する基本的施策  

(3) その他人権に関する施策を推進するために必要な事項  

３  市長は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、川崎市人権尊重

のまちづくり推進協議会の意見を聴かなければならない。  

４  市長は、基本計画を策定したときは、これを公表するものとする。  

５  前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。  

（人権教育及び人権啓発）  

第７条  市は、不当な差別を解消し、並びに人権尊重のまちづくりに対する市民

及び事業者の理解を深めるため、人権教育（人権教育及び人権啓発の推進に関

する法律（平成 12 年法律第 147 号）第２条に規定する人権教育をいう。）及び

人権啓発（同条に規定する人権啓発をいう。）を推進するものとする。  

（人権侵害による被害に係る支援）  

第８条  市は、インターネットを利用した不当な差別その他の人権侵害による被

害の救済を図るため、関係機関等と連携し、相談の実施、情報の提供その他の

必要な支援を行うものとする。  

（情報の収集及び調査研究）  

第９条  市は、不当な差別を解消するための施策その他の人権に関する施策を効

果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。  

（人権尊重のまちづくり推進協議会）  

第１０条  第６条第３項に定めるもののほか、不当な差別のない人権尊重のまち

づくりの推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じ、調査審議するた

め、川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

２  協議会は、委員 12 人以内で組織する。  

３  委員は、学識経験者、関係団体の役職員及び市民のうちから市長が委嘱する。  

４  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。  

５  委員は、再任されることができる。  

６  第３項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、

協議会に臨時委員を置くことができる。  

７  臨時委員は、前項の規定による調査審議が終了したときは、解嘱されるもの

とする。  

８  委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。  

９  協議会は、必要に応じ部会を置くことができる。  

１０  前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、
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規則で定める。  

 

第３章  本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進  

（この章の趣旨）  

第１１条  市は、法第４条第２項の規定に基づき、市の実情に応じた施策を講ず

ることにより、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消を図るものとす

る。  

（本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止）  

第１２条  何人も、市の区域内の道路、公園、広場その他の公共の場所において、

拡声機（携帯用のものを含む。）を使用し、看板、プラカードその他これらに類

する物を掲示し、又はビラ、パンフレットその他これらに類する物を配布する

ことにより、本邦の域外にある国又は地域を特定し、当該国又は地域の出身で

あることを理由として、次に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を

行い、又は行わせてはならない。  

(1) 本邦外出身者（法第２条に規定する本邦外出身者をいう。以下同じ。）をそ

の居住する地域から退去させることを煽せん動し、又は告知するもの  

(2) 本邦外出身者の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることを煽

動し、又は告知するもの  

(3) 本邦外出身者を人以外のものにたとえるなど、著しく侮辱するもの  

（勧告）  

第１３条  市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対

する不当な差別的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に対

する不当な差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身であること

を理由とする同条の規定に違反する同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不

当な差別的言動（以下「同一理由差別的言動」という。）を行い、又は行わせる

明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対

し、地域を定めて、この項の規定による勧告の日から６月間、同一理由差別的

言動を行い、又は行わせてはならない旨を勧告することができる。  

２  市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、川崎市

差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する

場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。  

（命令）  

第１４条  市長は、前条第１項の規定による勧告に従わなかった者が、再び同一

理由差別的言動を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる

十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による

命令の日から６月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨

を命ずることができる。  

２  市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、川崎市

差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する

場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。  

（公表）  

第１５条  市長は、前条第１項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わ

なかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。  

(1) 命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人（法人でない団体で代
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表者又は管理人の定めのあるものを含む。）にあっては、その代表者又は管理

人の氏名  

(2) 命令の内容  

(3) その他規則で定める事項  

２  市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、川崎市

差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。  

３  市長は、前項に規定する川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴いて、第１

項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表される者に

その理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければ

ならない。  

（公の施設の利用許可等の基準）  

第１６条  市長は、公の施設（市が設置するものに限る。以下同じ。）において、

本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれがある場合における

公の施設の利用許可及びその取消しの基準その他必要な事項を定めるものとす

る。  

（インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表）  

第１７条  市長は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用す

る方法による表現活動（他の表現活動の内容を記録した文書、図画、映像等を

不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くことを含む。以下「イ

ンターネット表現活動」という。）のうち次に掲げるものが本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動に該当すると認めるときは、事案の内容に即して、当該イ

ンターネット表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置を

講ずるものとする。  

(1) 市の区域内で行われたインターネット表現活動  

(2) 市の区域外で行われたインターネット表現活動（市の区域内で行われたこ

とが明らかでないものを含む。）で次のいずれかに該当するもの  

ア  表現の内容が特定の市民等（市の区域内に住所を有する者、在勤する者、在

学する者その他市に関係ある者として規則で定める者をいう。以下同じ。）を対象

としたものであると明らかに認められるインターネット表現活動  

イ  アに掲げるインターネット表現活動以外のインターネット表現活動であって、

市の区域内で行われた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容を市の区域

内に拡散するもの  

２  市長は、前項の措置を講じたときは、当該インターネット表現活動が本邦外

出身者に対する不当な差別的言動に該当する旨、当該インターネット表現活動に

係る表現の内容の概要及びその拡散を防止するために講じた措置その他規則で定

める事項を公表するものとする。ただし、これを公表することにより第１１条の

趣旨を阻害すると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、

公表しないことができる。  

３  前２項の規定による措置及び公表は、市民等の申出又は職権により行うもの

とする。  

４  市長は、第１項及び第２項の規定による措置及び公表をしようとするときは、

あらかじめ、川崎市差別防止対策等審査会の意見を聴かなければならない。  

５  市長は、第２項の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に

対する不当な差別的言動の内容が拡散することのないよう十分に留意しなければ
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ならない。  

（差別防止対策等審査会）  

第１８条  第１３条第２項本文、第１４条第２項本文、第１５条第２項及び前条

第４項に定めるもののほか、不当な差別の解消のために必要な事項について、市

長の諮問に応じ、調査審議するため、川崎市差別防止対策等審査会（以下「審査

会」という。）を置く。  

２  審査会は、委員５人以内で組織する。  

３  委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。  

４  第１０条第４項から第１０項までの規定は、審査会について準用する。  

（審査会の調査審議手続）  

第１９条  審査会は、市長又は第１７条第４項の規定により調査審議の対象とな

っているインターネット表現活動に係る同条第３項の規定による申出を行った

市民等に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知ってい

る事実を述べさせることその他必要な調査を行うことができる。  

２  審査会は、第１３条第２項本文、第１４条第２項本文若しくは第１５条第２

項の規定により調査審議の対象となっている者又は前項のインターネット表現

活動を行ったと認められる者に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を

述べる機会を与えることができる。  

３  審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第１項の規定に

よる調査を行わせることができる。  

（表現の自由等への配慮）  

第２０条  この章の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の

保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 

 

第４章  雑則  

（報告及び質問）  

第２１条  市長は、第１３条から第１５条までの規定の施行に必要な限度におい

て、第１２条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な

差別的言動を行い、若しくは行わせたと認められる者又は第１３条第１項の規

定による勧告若しくは第１４条第１項の規定による命令に従わなかったと認め

られる者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、関係者に質問させるこ

とができる。  

２  前項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

３  第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。  

（委任）  

第２２条  この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、

規則で定める。  

 

第５章  罰則  

第２３条  第１４条第１項の規定による市長の命令に違反した者は、５００，０

００円以下の罰金に処する。  

第２４条  法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。
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以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑

を科する。  

２  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は

管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人

又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

(1) 第６条第３項、第１０条、第１１条及び第１６条から第２０条までの規定  

令和２年４月１日  

(2) 第１２条から第１５条まで、第２１条及び第５章の規定  令和２年７月１      

日  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現に策定されている川崎市人権施策推進基本計画は、第

６条第１項の規定により策定された基本計画とみなす。  
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○国立市人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちづくり基本条例  

平成３０年１２月２７日条例第３７号  

 

国立市は、「人間を大切にする」をまちづくりの基本理念として掲げ、平成１２年

６月に「国立市平和都市宣言」を行い、全ての施策の根幹に人権と平和の尊重を

掲げるとともに、全ての人を社会的孤立や排除から守り、社会の一員として包み

支え合うこと（以下「ソーシャル・インクルージョン」という。）を基本としたま

ちづくりを推進してきた。  

国においては、日本国憲法に掲げる基本的人権の尊重と恒久平和の理念の下、人

権や平和に関する法制度の整備等の様々な取組が行われてきた。近年では、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律、本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律及び部落差別の解消の推進に関す

る法律が制定され、地方自治体においても、地域の実情に応じた差別解消を推進

するための更なる取組が求められている。  

人権とは、全ての人が生まれながらにして持つ固有の権利であり、誰もが自分ら

しく生きる権利を保障されている。人は誰もが一人一人異なる存在であることか

ら、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、互いの多様性を認め合うことに

より、個人の人権を尊重していかなければならない。そのような日常における相

互理解と協力の中に、日々の平和な暮らしが生まれる。  

国立市が本条例において掲げる平和とは、単に戦争や紛争がないだけでなく、貧

困、飢餓、抑圧、搾取等の社会構造的な困難がなく、かつ、人々の間に不当な差

別や暴力を始めとする人権侵害を容認しない意識と、他者への共感、相互の協力、

対話といった行動が存在している状態を意味する。このような平和は、多様性を

有する個々の人権を尊重することによってこそ、実現することができる。  

しかし、今もなお、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自

認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等を理由とした

不当な差別や暴力等の人権侵害が存在し、日常の暮らしの脅威となっている。ま

た、一人一人の多様性に対する無理解と無関心に起因して、争いや衝突が生じて

いる。そして、この人権侵害や争い等については、誰もが、無意識的に又は間接

的に当事者となる可能性を持つ。  

そこで、国立市、そして国立市に暮らす私たちは、「人権侵害を許さない」という

強い意志とソーシャル・インクルージョンの理念の下、一人一人が当事者として、

自ら考え主体的に行動し、互いの多様性を認め合い人権を尊重することによって

平和なまちを実現すること（以下「人権・平和のまちづくり」という。）を目指し

て、たゆまぬ努力を続けることを決意し、この条例を制定する。  

 

（目的）  

第１条  この条例は、ソーシャル・インクルージョンの理念の下、人権・平和の

まちづくりに関する基本的な原則を定め、市長の使命並びに市、市民及び事業

者等の責務を明らかにし、人権及び平和に係る施策の基本的事項を定めること

により、人権を尊重し多様性を認め合う平和なまちを実現することを目的とす

る。  

（基本原則）  

第２条  全ての人は、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性
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自認、しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等にかかわ

らず、一人一人がかけがえのない存在であると認められ、個人として尊重され

なければならない。  

（不当な差別及び暴力の禁止）  

第３条  何人も、人種、皮膚の色、民族、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、

しょうがい、疾病、職業、年齢、被差別部落出身その他経歴等を理由とした差

別（以下「不当な差別」という。）を行ってはならない。  

２  何人も、いかなる暴力（身体に対する不法な攻撃及びこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動をいう。）も行ってはならない。  

（市長の使命）  

第４条  市長は、第２条に規定する基本原則（以下単に「基本原則」という。）に

基づき、市の施策を決定する際には、ソーシャル・インクルージョンの理念の

下、人権・平和のまちづくりを推進するものであることを基礎として判断しな

ければならない。  

（市の責務）  

第５条  市は、基本原則に基づき、人権・平和のまちづくりを推進するため、市

政のあらゆる分野において必要な取組を推進するものとする。  

２  市は、人権・平和のまちづくりの推進に当たっては、市民、関係行政機関及

び市内で事業活動を営む事業者その他の団体（以下「事業者等」という。）との

連携を図るものとする。  

（市民の権利）  

第６条  全ての市民は、社会的孤立や排除から援護され、地域社会の一員として、

互いに認め支え合うとともに、自分らしく生きる権利を有する。  

（市民の責務）  

第７条  市民は、基本原則に基づき、人権・平和のまちづくりの推進に関する市

の施策に協力するとともに、家庭、地域、学校、職場等社会のあらゆる分野に

おける不当な差別を無くすよう努めるものとする。  

２  市民は、地域社会の一員として、当事者意識を持ち、協力や対話等を通じて、

人権・平和のまちづくりの推進に寄与するよう努めるものとする。  

（事業者等の責務）  

第８条  事業者等は、基本原則に基づき、人権・平和のまちづくりの推進に関す

る市の施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たっては、不当な差別の

解消に努めるものとする。  

（基本方針）  

第９条  市長は、人権・平和のまちづくりの総合的な推進を図るための基本とな

る方針（以下「基本方針」という。）を策定するものとする。  

２  基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

(1) 人権・平和のまちづくりの推進に係る基本理念  

(2) 人権と平和に関する意識向上のための教育及び啓発に関すること。  

(3) 人権救済及び相談支援の体制に関すること。  

(4) 人権と平和に関する分野ごとの施策に関すること。  

(5) 国内外の平和交流に関すること。  

(6) 前各号に掲げるもののほか、人権・平和のまちづくりを推進するために必要

な事項  
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３  市長は、基本方針の策定及び変更（軽微な変更を除く。）に当たっては、あら

かじめ第１６条に規定する国立市人権・平和のまちづくり審議会の意見を聴く

とともに、市民及び事業者等（以下「市民等」という。）の意見を反映するため

に必要な措置を講ずるものとする。  

４  市長は、基本方針を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表する

ものとする。  

（推進計画）  

第１０条  市長は、人権・平和のまちづくりを総合的に推進するための計画（以

下「推進計画」という。）を策定するものとする。  

２  前条第３項及び第４項の規定は、推進計画の策定及び変更について準用する。 

（実態調査の実施）  

第１１条  市は、人権・平和のまちづくりの推進に関して、必要な実態調査を行

い、市の施策に反映させるものとする。  

（人権救済のための措置）  

第１２条  市は、地域の実情に応じて、国等の関係行政機関及び市民等と連携し、

不当な差別の解消を始めとする人権救済のために必要な措置を講ずるものとす

る。  

２  前項の規定による措置に関し、必要な事項については、第１６条に規定する

国立市人権・平和のまちづくり審議会において調査及び審議を行う。  

（教育及び啓発活動）  

第１３条  市は、学校教育、社会教育その他の生涯を通じたあらゆる教育の場に

おいて、豊かな人権感覚の育成と平和意識の醸成のために必要な取組を行うも

のとする。  

２  市は、人権・平和のまちづくりの推進に関して、国内外及び地域の実情に応

じた啓発活動に努めるものとする。  

（推進体制の充実）  

第１４条  市は、市民等との連携を一層強化し、人権・平和のまちづくりの推進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制の充実に努めるものと

する。  

（くにたち平和の日及びくにたち平和推進週間）  

第１５条  くにたち平和の日は、６月２１日とする。  

２  くにたち平和推進週間は、６月２１日から６月２７日までとする。  

３  市は、くにたち平和の日及びくにたち平和推進週間において、人権・平和の

まちづくりの推進を図るための事業を実施するものとする。  

（審議会の設置）  

第１６条  人権・平和のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するため、市長の

附属機関として、国立市人権・平和のまちづくり審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。  

２  審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議を行

い、その結果を市長に答申する。  

(1) 基本方針及び推進計画に関すること。  

(2) 不当な差別の解消を始めとする人権救済のために必要な措置に関すること。  

(3) 前２号に掲げるもののほか、人権・平和のまちづくりの推進に関し市長が必

要と認める事項  
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３  委員会は、市長が委嘱する１０人以内の委員をもって組織する。  

４  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける後任の委員の任期は、前任者の在任期間とする。  

５  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。  

（委任）  

第１７条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

 

付  則  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

(略 ) 
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○大阪市人権尊重の社会づくり条例  

平成１２年４月１日条例第２５号  

 

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについ

て平等である。国際社会においては、世界人権宣言が採択されて以降、私たち一

人ひとりが人権尊重を基礎として世界の人々と共に歩む姿勢が求められている。

また、我が国においては、日本国憲法において基本的人権の享有が保障されてい

る。  

しかし、今なお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があるこ

と等に起因する人権に関する様々な課題が存在しており、今日、一人ひとりの人

権が尊重される社会を実現することが一層必要になってきている。  

大阪市は、「国際人権都市大阪」の実現を目指し、「大阪市人権行政基本方針」

に基づき、市政のあらゆる分野において人権尊重の視点から施策を推進していか

なければならない。  

また、私たち一人ひとりが権利を行使するに当たっては、自らが社会の構成員

としてその責任を自覚し、互いに助け合い、他者の人権を尊重することが求めら

れている。  

ここに、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現を目指して、生

きがいのある人生を創造できる自由、平等で公正な社会を実現していくために、

私たち一人ひとりがたゆまぬ努力を傾け、人権尊重の社会づくりを推進していく

ことを決意し、この条例を制定する。  

 

（目的）  

第１条  この条例は、人権尊重の社会づくりの推進について、本市及び市民の責

務を明らかにするとともに、本市の施策の推進に必要な事項を定め、もってす

べての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。  

（本市の責務）  

第２条  本市は、すべての人の人権が尊重される社会を実現するため、国及び大

阪府との連携を図りながら、市政のあらゆる分野において必要な施策を積極的

に推進するものとする。  

（市民の責務）  

第３条  市民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の社会づくりの担い手で

あることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、本市が実施する人権尊

重の社会づくりに関する施策に協力するものとする。  

（事業の推進）  

第４条  本市は、市民の人権意識の高揚等人権啓発に関する事業、人権問題に関

する情報の収集及び提供並びに相談ネットワークづくりその他の人権尊重の社会

づくりを推進するために必要な事業を行う。  

２  本市は、人権啓発に関する事業を行うに当たっては、大阪市人権啓発推進協

議会及び各区の人権啓発推進協議会又は人権啓発推進会との連携を図るものと

する。  

（大阪市人権施策推進審議会）  

第５条  人権尊重の社会づくりに関する事項について、市長の諮問に応じ調査審

議させるため、大阪市人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 
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２  審議会は、前項に規定する事項について、市長に意見を述べることができる。  

３  審議会は、委員１５人以内で組織する。  

４  審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が

委嘱する。  

５  審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。  

６  前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市

長が定める。  

 

附  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

２  第３条の規定の適用に当たっては、何人も同条に規定する施策を市民に対し

強制してはならない。  

３  第４条に規定する事業の実施に当たっては、市会の議論を踏まえ、事業運営

の透明性及び公正性の確保を図り、財政負担との均衡にも努めるとともに、審

議会の委員の選任に当たっては、市会の同意を得なければならない。  

４  この条例の施行後５年を経過した場合においては、市会及び市民の意見を踏

まえ、審議会その他この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  
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〇愛知県人権尊重の社会づくり条例（令和４年愛知県条例第３号）  

 

全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて

平等である。  

これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵

すことのできない永久の権利として全ての国民に保障している日本国憲法の精神

にかなうものである。こうした理念の下に、全ての個人が自律した存在としてそ

れぞれの幸福を追求することができる社会を実現することは、県民の願いである。 

本県は、これまで、人権教育・啓発に関する愛知県行動計画を策定し、人権が尊

重され、差別や偏見のない郷土愛知の実現を目指して、人権に関する教育及び啓

発を推進するとともに、愛知県男女共同参画推進条例、愛知県子どもを虐待から

守る条例、愛知県障害者差別解消推進条例などを制定するほか、人権に関する課

題に取り組んできた。  

しかしながら、今もなお、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、

性自認、社会的身分、門地、障害、疾病その他の事由による不当な差別が存在し

ており、また、インターネットの普及を始めとした情報化の進展、少子高齢化等

の地域社会の変化、経済的格差の拡大等の経済社会の構造の変化などによって、

人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいる。  

こうした不当な差別を始めとしたあらゆる人権に関する課題を解消していくため

には、その解消に向けた取組をより一層推進するとともに、私たち一人一人が相

互に人格と個性を尊重し合いながら支え合うことが必要である。  

私たちは、このような認識を共有し、多様性を認め合う、誰一人取り残される

ことのない人権尊重の社会づくりのために、たゆまぬ努力を続けていくことを決

意し、ここにこの条例を制定する。  

 

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この条例は、人権尊重の社会づくりについて、県、県民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、人権尊重の社会づくりに関する施策（以下「人権施

策」という。）の基本となる事項を定めること等により、人権施策を総合的かつ

計画的に推進し、もってあらゆる人権に関する課題の解消を図るとともに、全

ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。  

（県の責務）  

第２条  県は、人権施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

２  県は、国及び市町村と連携を図りながら協力して、人権施策の推進に取り組む

ものとする。  

（県民の責務）  

第３条  県民は、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野において、

人権尊重の社会づくりに寄与するよう努めるとともに、県が実施する人権施策

に協力するよう努めなければならない。  

（事業者の責務）  

第４条  事業者は、その事業活動を行うに当たっては、人権尊重の社会づくりに寄

与するよう努めるとともに、県が実施する人権施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。  
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第２章  人権尊重の社会づくりに関する基本的施策等  

第１節  基本計画等  

（基本計画）  

第５条  県は、人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権施策に関する

基本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めるものとする。  

２  基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一  人権施策についての基本的な方針  

二  前号に掲げるもののほか、人権施策を総合的かつ計画的に推進するために

必要な事項  

３  県は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、愛知県人権施策推進審議

会（第１１条及び第１２条において「審議会」という。）の意見を聴くとともに、

県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。  

４  県は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。  

５  前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。  

（相談体制の整備）  

第６条  県は、人権に関する相談に的確に応ずることができるよう、人権に関する

相談に対応するための窓口の設置その他必要な体制の整備を行うものとする。  

 

第２節  インターネット上の誹謗中傷等の未然防止及び被害者支援  

第７条  県は、インターネットを利用して情報を発信する者の表現の自由を不当

に侵害しないように留意しつつ、次に掲げる施策を講ずるものとする。  

一  インターネット上の誹謗中傷等（インターネットを利用した情報の発信で、

誹謗中傷、プライバシーの侵害その他の人権を侵害することとなるものをい

う。次号において同じ。）を未然に防止するために必要な教育、啓発その他の

施策  

二  インターネット上の誹謗中傷等による被害者の支援を図るために必要な施   

策  

 

第３節  本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進  

（啓発等）  

第８条  県は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動（本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（平成  28 年法律第  68 

号）第２条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動をいう。以下同

じ。）の解消に向けて、国及び市町村と連携を図りながら協力して、その解消の

必要性についての県民及び事業者の理解を深めるために必要な啓発その他の施

策を講ずるものとする。  

（公の施設に関する指針）  

第９条  知事は、県が設置する公の施設において本邦外出身者に対する不当な差

別的言動が行われることを防止するための指針を定めるものとする。  

（公表）  

第１０条  知事は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する県民及び事

業者の認識を深めることによりその解消を図るため、表現活動（県の区域内の

道路、公園、広場その他の公共の場所における行進、示威運動その他の手段に
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よる表現行為をいう。以下同じ。）で本邦外出身者に対する不当な差別的言動で

あるものが行われたと認めるときは、当該本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の概要を公表するものとする。ただし、公表することにより本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消を阻害すると認められるときその他特別の理

由があると認められるときは、公表しないことができる。  

２  知事は、前項の規定による公表をするに当たっては、当該本邦外出身者に対す

る不当な差別的言動の内容が拡散することのないように留意しなければならな

い。  

（審議会からの意見聴取等）  

第１１条  知事は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行

われた旨の申出があったとき又は行われたおそれがあると認めるときは、次に

掲げる事項について、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該申

出に係る表現行為が行われたことその他当該申出に係る表現行為の内容が明ら

かでないとき又は当該申出に係る表現行為が本邦外出身者に対する不当な差別

的言動である表現活動に該当しないと明らかに認められるときは、この限りで

ない。  

一  本邦外出身者に対する不当な差別的言動である表現活動が行われたかどう

か。  

二  前号の表現活動が行われたと認められる場合にあっては、前条第１項ただ

し書に規定するときに該当するかどうか。  

三  前条第１項ただし書に規定するときに該当しないと認められる場合にあっ

ては、同項の規定による公表の内容  

２  知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないこととしたとき

は、その旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は、

当該報告に係る事項について知事に意見を述べることができる。  

（審議会の調査審議の手続）  

第１２条  審議会は、知事又は前条第一項の規定により調査審議の対象となって

いる表現行為に係る同項の申出をした者に意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実を述べさせることその他必要な調査をす

ることができる。  

２  審議会は、前項の表現行為を行った者に対し、相当の期間を定めて、書面によ

り意見を述べる機会を与えることができる。  

３  審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第１項の規定によ

る調査をさせることができる。  

（適用上の注意）  

第１３条  この節の規定の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の

保障する国民の自由及び権利を不当に侵害しないように留意しなければならな

い。  

 

第４節  部落差別の解消に向けた取組の推進  

第１４条  県は、情報化の進展により部落差別に関する状況に変化が生じている

ことを踏まえ、部落差別の解消に向けて、国及び市町村と連携を図りながら協

力して、地域の実情に応じ、部落差別に関する問題についての県民及び事業者

の正しい理解を深めるために必要な教育及び啓発その他の施策を講ずるものと
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する。  

 

第５節  性的指向及び性自認の多様性についての理解の増進等  

第１５条  県は、性的指向（自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向

をいう。次項において同じ。）及び性自認（自己の性別についての認識をいう。

同項において同じ。）の多様性についての県民及び事業者の理解を深めるため

に必要な教育、啓発その他の施策を講ずるものとする。  

２  県は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向及び性自認の多様性に配慮

するよう努めるものとする。  

 

第３章  愛知県人権施策推進審議会  

第１６条  この条例の規定によりその権限に属させられた事項を行わせ、及び知

事の諮問に応じ人権施策の推進に関する重要事項を調査審議させるため、愛知

県人権施策推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

２  審議会は、人権施策の推進に関する事項について調査審議し、知事に意見を述

べることができる。  

３  審議会は、委員１２人以内で組織する。  

４  委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。  

５  委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。  

６  委員は、再任されることができる。  

７  第３項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要

な事項は、規則で定める。  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第９条から第１２条ま

で、次項及び附則第４項の規定は、同年  10 月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１０条から第１２条までの規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の

日以後に行われた表現行為について適用する。  

３  この条例の施行の際現に県が人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るため

策定している人権施策に関する基本的な計画（人権教育・啓発に関する愛知県

行動計画）は、第５条第１項の規定により定められた基本計画とみなす。  

（出頭人の費用弁償等に関する条例の一部改正）  

４  出頭人の費用弁償等に関する条例（昭和  28 年愛知県条例第４号）の一部を

次のように改正する。  

第１条に次の一号を加える。  

２１  愛知県人権尊重の社会づくり条例（令和４年愛知県条例第３号）第１２条

第１項の規定により審議会が適当と認めて出頭を求めた者  


